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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】令和2年11月12日(2020.11.12)

【公開番号】特開2020-26172(P2020-26172A)
【公開日】令和2年2月20日(2020.2.20)
【年通号数】公開・登録公報2020-007
【出願番号】特願2018-151052(P2018-151052)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｂ  27/02     (2006.01)
   Ｂ６２Ｍ  17/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｂ   27/02     　　　Ｚ
   Ｂ６２Ｍ   17/00     　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】令和2年10月5日(2020.10.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　第１部材１４の少なくとも一部は、ハブ軸１２の軸方向Ｃにおいて、第２部材１６より
もハブ軸１２の第１端部１２Ａ側に設けられることが好ましい。第１部材１４の少なくと
も一部は、ハブ軸１２の軸方向Ｃにおいて、ハブ体２０よりもハブ軸１２の第１端部１２
Ａ側に設けられることが好ましい。第２部材１６の少なくとも一部は、ハブ軸１２の軸方
向Ｃにおいて、ハブ体２０よりもハブ軸１２の第１端部１２Ａ側に設けられることが好ま
しい。第１部材１４の全体および第２部材１６の全体は、ハブ軸１２の軸方向Ｃにおいて
、ハブ体２０の中央よりもハブ軸１２の第１端部１２Ａ側に設けられることが好ましい。
伝達機構２２および第１係合部３０は、ハブ軸１２の軸方向Ｃにおいて、ハブ体２０より
も第１端部１２Ａ側に設けられることが好ましい。この場合、第１係合部３０は、ハブ軸
１２の軸方向Ｃにおいて、伝達機構２２よりもハブ体２０の中央とは反対側に設けられる
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　大径部３８の少なくとも一部は、ハブ軸１２の径方向Ｘにおいて、ハブ軸１２とハブ体
２０との間に配置される。大径部３８は、ハブ軸１２の軸方向Ｃにおいてハブ軸１２の第
１端部１２Ａ側の第１端部３８Ａと、ハブ軸１２の軸方向Ｃにおいてハブ軸１２の第２端
部１２Ｂ側の第２端部３８Ｂとを含む。
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